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す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子

207



自
殺
し
た
自
衛
官
を
巡
る
訴
訟
問
題
に
対
す
る
防
衛
省
の
対
応
の
是
非
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
四
年
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
「
た
ち
か
ぜ
」
に
勤
務
し
て
い
た
当
時
二
十
一
歳
の
一
等
海
士
が
自
殺
し
た
事
件

（
以
下
、
「
た
ち
か
ぜ
事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
本
年
四
月
二
十
三
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
で
二
審
判
決
が
下
さ
れ
た
。

東
京
高
裁
の
鈴
木
健
太
裁
判
長
は
、
一
等
海
士
の
自
殺
と
上
司
に
よ
る
い
じ
め
の
因
果
関
係
を
認
め
、
「
上
司
が
調
査
や
適
切

な
指
導
を
し
て
い
れ
ば
、
自
殺
は
回
避
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
、
国
と
上
司
の
元
二
曹
に
計
四
百
四
十
万
円
の
賠
償
を

命
じ
た
一
審
横
浜
地
裁
判
決
を
変
更
し
て
、
約
七
千
三
百
万
円
の
賠
償
を
言
い
渡
し
た
。
右
の
判
決
に
対
し
、
過
去
の
答
弁
書

（
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
四
〇
号
）
で
政
府
、
特
に
防
衛
省
は
「
御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
護
衛
艦
『
た
ち
か
ぜ
』
乗
員
で
あ
っ
た

一
等
海
士
（
当
時
）
の
自
殺
事
案
（
以
下
「
本
件
事
案
」
と
い
う
。
）
の
東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
（
以
下
「
東
京
高
裁
判

決
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
一
等
海
士
（
当
時
）
の
自
殺
に
つ
い
て
、
二
等
海
曹
（
当
時
）
の
暴
行
及
び
恐
喝
並
び
に
上
司

職
員
ら
の
指
導
監
督
義
務
違
反
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
本
件
事
案
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
た
艦
内
生

活
実
態
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
各
乗
員
の
回
答
が
記
載
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
（
以
下
「
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
」
と
い
う
。
）

等
に
関
す
る
情
報
公
開
請
求
に
対
す
る
文
書
の
特
定
作
業
に
お
い
て
、
海
上
自
衛
隊
横
須
賀
地
方
総
監
部
監
察
官
（
当
時
）
及

び
護
衛
艦
『
た
ち
か
ぜ
』
の
艦
長
（
当
時
）
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
等
を
保
存
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
特
定

一



せ
ず
隠
匿
し
た
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
旨
判
示
さ
れ
た
こ
と
等
を
重
く
受
け
止
め
て
お
り
、
再
発
防
止
に
努

め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
八
五
号
）
並
び
に

過
去
の
一
連
の
答
弁
書
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

今
回
、
遺
族
の
主
張
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
「
た
ち
か
ぜ
事
件
」
が
起
き
た
後
に
行
わ
れ
た
、

い
じ
め
行
為
の
有
無
に
つ
い
て
調
査
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
（
以
下
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
す
る
。
）
の
存
在
が
、
現
職
の
三
等

海
佐
の
内
部
告
発
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
右
に
つ
い
て
過
去
の
答
弁
書
で
は
、
「
こ
れ
ま
で
の
防
衛
省

の
調
査
で
は
、
不
適
切
な
文
書
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
に
関
す
る
情
報
公
開
請
求
に
対
す
る
不
適

切
な
対
応
が
あ
っ
た
こ
と
、
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
の
存
在
を
認
識
し
た
担
当
者
に
よ
る
報
告
の
遅
延
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
、
ア

ン
ケ
ー
ト
原
本
が
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日
ま
で
の
間
不
存
在
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い

る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
右
の
「
不
適
切
な
文
書
管
理
」
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
に
関
す
る
情
報
公
開
請
求
に
対
す
る
不
適

切
な
対
応
」
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
の
存
在
を
認
識
し
た
担
当
者
に
よ
る
報
告
の
遅
延
」
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
か
、
誰
の
指

示
に
よ
り
、
右
の
行
為
が
な
さ
れ
た
の
か
、
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
と
の
問
い
に
対

し
、
過
去
の
答
弁
書
で
は
「
（
前
略
）
指
示
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
関
係
職
員
に
お
い
て
、
行
政
文
書
の
管

二



理
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
法
令
に
関
す
る
知
識
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
、
情
報
公
開
業
務
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識

が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

右
の
「
関
係
職
員
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
、
そ
の
官
職
氏
名
を
問
う
た
が
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
現
在
継
続
中
の
調
査

の
具
体
的
内
容
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
、
防
衛
省
と
し
て
、
「
た

ち
か
ぜ
事
件
」
に
関
し
て
は
上
告
を
断
念
し
、
判
決
内
容
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
訴
訟
そ
の

も
の
は
終
わ
っ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
現
在
継
続
中
の
調
査
…
」
云
々
と
理
屈
を
つ
け
て
答
弁
を
避
け
る
の
は
な
ぜ

か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
「
調
査
」
は
い
つ
ま
で
を
め
ど
に
終
了
す
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

一
の
「
調
査
」
が
終
わ
り
次
第
、
「
関
係
職
員
」
が
具
体
的
に
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
、
政
府
、
防
衛
省
と
し
て
明
ら
か

に
す
る
考
え
で
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

四

過
去
の
答
弁
書
の
答
弁
に
は
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
存
在
を
指
摘
し
た
三
等
海
佐
の
処
分
を
巡
る
種
々
報
道
に
つ
い
て

「
承
知
し
て
い
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
別
の
答
弁
書
で
は
、
そ
れ
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
本
年
五
月

十
三
日
夜
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
河
野
克
俊
海
上
幕
僚
長
が
三
等
海
佐
に
つ
い
て
「
公
益
通
報
者
保
護
法
の
趣
旨
を
踏
ま

三



え
、
処
分
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
閣
議
と
い
う
重
い
手
続
き
を
経
て
決
定
さ
れ
た
答
弁
書
で
は
三
等
海
佐

に
関
す
る
こ
と
を
何
も
述
べ
ず
、
そ
の
後
の
記
者
会
見
で
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
は
、
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
国
会
議
員
を

軽
視
す
る
行
為
で
あ
り
、
国
民
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
右
の
経
緯
に
関
連
し
、
閣
議
に
か
け
ら
れ
る
前
に

当
該
答
弁
書
の
作
成
が
終
わ
っ
た
日
、
時
、
分
と
、
「
三
等
海
佐
に
対
す
る
調
査
」
が
終
了
し
た
日
、
時
、
分
を
問
う
た
と

こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
四
〇
号
）
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
七
日
に
防
衛
省
に
お
い
て
起
案
さ
れ
、
同
月
八
日
に
同
省
内
の
決
裁
を
終
え
、
同
月
十
三
日
の
閣

議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
三
等
海
佐
に
対
す
る
調
査
が
終
了
し
た
の
は
、
同
日
午
前
十
時
頃
で
あ

る
。
」
と
あ
る
。
「
三
等
海
佐
に
対
す
る
調
査
」
の
結
果
が
最
終
的
に
終
了
し
た
の
が
五
月
十
三
日
午
前
十
時
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
結
果
は
当
該
日
に
ち
以
前
に
防
衛
省
内
で
把
握
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
当
該
答

弁
書
に
お
い
て
も
、
三
等
海
佐
を
処
分
す
る
考
え
は
な
い
旨
の
答
弁
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
せ
ず
、
河
野

幕
僚
長
の
記
者
会
見
で
そ
の
話
が
出
る
の
は
、
質
問
主
意
書
を
軽
視
し
、
国
民
の
代
表
た
る
国
会
議
員
、
ひ
い
て
は
国
民
を

軽
視
す
る
所
業
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
。
右
に
対
し
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十

六
年
五
月
二
十
七
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
六
五
号
）
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁

四



が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
は
、
小
野
寺
五
典
防
衛
大
臣
が
判
断
し
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
。
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

五


